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新庁舎建設に関する特別委員会会議録 

 

平成２８年２月１８日 木曜日 

  午後１時３４分開議 

  午後２時５５分閉議（実時間８１分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．新庁舎の機能、規模、予算など新庁舎建設

に関する諸問題の調査 

  （委員会提出資料の公開について） 

  （本庁方式に対する市の見解について） 

  （基本構想（たたき台）修正案について） 

                              

○本日の会議に出席した者 

副委員長  幸 村 香代子 君 

委  員  亀 田 英 雄 君 

委  員  友 枝 和 明 君 

委  員  成 松 由紀夫 君 

委  員  野 﨑 伸 也 君 

委  員  橋 本 幸 一 君 

委  員  橋 本 隆 一 君 

委  員  古 嶋 津 義 君 

委  員  増 田 一 喜 君 

委  員  村 上 光 則 君 

委  員  山 本 幸 廣 君 

委  員  矢 本 善 彦 君 

 

※欠席委員 前 垣 信 三 君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 財務部長       岩 本 博 文 君 
 
  財務部政策調整 
            松 村   浩 君 
  審議員 
 
 
  財政課主幹 
            谷 脇 信 博 君 
  （新庁舎建設担当） 
 

 企画振興部長     福 永 知 規 君 

                              

○記録担当書記     小 川 孝 浩 君 

            岩 﨑 和 平 君 

 

（午後１時３４分 開会） 

○副委員長（幸村香代子君） それでは、定刻

となり定足数に達しましたので、ただいまから

新庁舎建設に関する特別委員会を開会いたしま

す。 

                              

◎新庁舎の機能、規模、予算など新庁舎建設に

関する諸問題の調査 

○副委員長（幸村香代子君） 委員会開会の冒

頭に当たり、委員長より確認をさせていただき

ます。 

 本日は３月定例会直前の委員会開催であり、

すでに３月定例会に上程予定の議案説明も行わ

れております。 

 そこで、本日の委員会での調査については、

議案の事前審査に当たらない範囲で行いたいと

思いますので、各委員におかれましては、その

点を御留意いただきますようお願いいたしま

す。 

 それでは、まず今回はですね、委員会は、３

点の項目について執行部のほうに持ち帰りをお

願いしておりました。それで、まず委員会提出

資料の公開について、これを議題としたいと思

います。 

 まず、執行部からの説明を求めます。谷脇財

政課主幹お願いいたします。 

○財政課主幹（新庁舎建設担当）（谷脇信博

君） はい。財政課の谷脇です。よろしくお願

いいたします。 

 先だって、フォーラム八代への資料提供につ

いて、それが情報公開といいますか、委員会の

中でまだ確認されていないのにいいのかという

御質問がございました件についてお答えしま
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す。 

 八代市情報公開条例では、市民の知る権利を

尊重し、本市の保有する公文書の公開を請求す

る権利を定め、市政運営の公平性、公開性の向

上を図り、市政の諸活動を市民に説明する市の

責任が全うされることを目的としております。 

 つまり、個人もしくは団体に不利益を与えな

い行政文書、――これは行政機関の職員が職務

上作成した資料のことをいいます、は市民の請

求の有無にかかわらず、任意的または積極的に

公開する制度であります。 

 また、議会でつくられました資料につきまし

ては、それぞれの所管の委員長が判断されます

が、執行部が作成する資料につきましては、担

当部署の判断に委ねられております。 

 したがいまして、先日のフォーラム八代から

の新聞記事の真相についての質問に対し、情報

公開条例の目的にのっとり、市民の市政に対す

る理解と信頼を深め、市政への参加を促進し、

公正で民主的な市政の推進に資する資料を提供

したものでございます。 

 以上です。 

○副委員長（幸村香代子君） はい。説明をい

ただきましたけれども、今の御回答で質疑、御

意見等はございませんでしょうか。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○副委員長（幸村香代子君） はい、野﨑委

員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。今、情報公開条

例の関係でお話されましたけれども、済みませ

ん、私もうろ覚えで申しわけないんですけど、

あったかどうかわからぬ、ちょっとうろ覚えで

申しわけない質問になるかもしれぬとですけ

ど、市民に混乱を生じさせないようなっていう

一文はなかったですかね。あったかなかったで

よろしいです。 

○財政課主幹（新庁舎建設担当）（谷脇信博

君） はい。 

○副委員長（幸村香代子君） 谷脇財政課主

幹。 

○財政課主幹（新庁舎建設担当）（谷脇信博

君） はい。正式には覚えておりません。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○副委員長（幸村香代子君） はい、野﨑委

員。 

○委員（野﨑伸也君） 後から、じゃあ確認し

ます。 

○副委員長（幸村香代子君） はい、では後か

ら確認をということでお願いいたします。 

 ほかにございませんか。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○副委員長（幸村香代子君） はい、野﨑委

員。 

○委員（野﨑伸也君） 今ほど谷脇さんのほう

からですね、正式なやつにのっとって公開をし

ましたというような話がございました。それは

それとしていいのかなと、了解をしましたちゅ

うか、聞き置きましたっていう話なんですが、

この間は持ち帰られる前に谷脇さんといろいろ

こう、質疑したんですけど、そのときに委員会

の中の資料っていうのは全部公開するべきだろ

うと、どういった過程でそれが変更されて、こ

のようになってきているっていうようなことを

やっぱり知らせるべきだろうということで、私

は個人的にそういうことをやったほうがいいん

じゃないですかと、いうような問いかけをしま

した。 

 ただ、今までの議会のこの委員会の中で、そ

ういった資料の公開だったり、委員会に出され

た資料の公開であったり、そういったものにつ

いてはですよ、委員長の判断、あるいは委員長

が委員会に諮られてからのですよ、公開ってい

うのが原則じゃなかったかと私は思うんです

よ。 

 ただですね、ホームページのほう調べてみま

したら、もう既にですね、そういった委員会の
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決定もなしにですね、全ての資料がホームペー

ジ上にアップされてると。私としては非常にう

れしかった部分はあります。ただ、議会の組織

的な進め方の中では、今までそういうことはな

かったかなというふうに思いましたんで、そこ

はどうかなというふうに、皆さん方のまた御意

見もですね、委員の皆さんの御意見もお伺いし

なきゃいけないのかなというふうに思いますけ

ども、委員長いかがです。 

○副委員長（幸村香代子君） はい。今の資料

の公開の件ですが、確かに昨日ホームページに

全ての資料が公開をされておりました。 

 その公開について、まず、執行部のほうから

御説明があれば。 

○財政課主幹（新庁舎建設担当）（谷脇信博

君） はい。 

○副委員長（幸村香代子君） はい、谷脇主

幹。 

○財政課主幹（新庁舎建設担当）（谷脇信博

君） はい。御説明といいますと、公開したこ

とがよいか悪いかという、――。 

○副委員長（幸村香代子君） 私もですね、き

のうの段階での公開ということは、どういった

趣旨でされたのかということをお尋ねしたいん

ですが。 

○財政課主幹（新庁舎建設担当）（谷脇信博

君） そもそも委員会が終わりました後は、１

階の情報プラザのほうに資料は全部閲覧できる

ようにしておりました。 

 その中でも特に更新があったものについて、

既にもう幾つも、過去から情報のほうはホーム

ページのほうに公開しておりましたが、きちっ

と第何回はこういう話し合いをしたんだよとい

うのも、確かに、もともとこの席自体が公開の

場ですので、何も隠す必要はないということで

出しました。 

 以上でございます。 

○副委員長（幸村香代子君） はい。 

 委員の皆さんの御意見というのは、いかがで

しょう。 

○委員（村上光則君） いいですか。 

○副委員長（幸村香代子君） はい、村上委

員。 

○委員（村上光則君） フォーラムのことでも

よかですか。 

 この前フォーラムをされた中でですね、これ

はあのメンバーの中でああいう会を設けられた

のか。私は、この会員の皆さん方とちょっと話

したんですが、私たちを交えて話をするという

ことは、フォーラムを開くということは聞いて

いませんでしたということが私に返ってきたん

ですよね。 

 誰が、執行部は、それは、このフォーラムの

ことについてはされたんですか。それ、一言聞

きたいと。 

○副委員長（幸村香代子君） 谷脇主幹。 

○財政課主幹（新庁舎建設担当）（谷脇信博

君） はい。質問の意図がよくわからなかった

んですが。（委員村上光則君「会員さんがおら

るっですよね」と呼ぶ）はい。（委員村上光則

君「名前を出すといかぬとでしょばってん、事

務局長の名前で私たちに御案内が来ましたよ

ね。御案内が来ましたでしょ」と呼ぶ）（｢い

や」と呼ぶ者あり）（委員村上光則君「封筒で

フォーラムを開きますのでという案内状が来た

でしょう。私には間違って来とっとですけど

ね。代表者に来たでしょ。来てないですか」と

呼ぶ）そこは済みません、こちらではわかりま

せん。 

○副委員長（幸村香代子君） 村上委員、多分

ですね、どういうメンバーを、こう対象に出さ

れたかっていうのは、それはフォーラムの主催

者のほうの御判断だったというふうに思うんで

すよね。 

○委員（村上光則君） それは、執行部には話

はなかったんですね。 
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○財政課主幹（新庁舎建設担当）（谷脇信博

君） はい、よろしいですか。 

○副委員長（幸村香代子君） 谷脇主幹。 

○財政課主幹（新庁舎建設担当）（谷脇信博

君） はい。執行部のほうには、その場に来て

ほしいという依頼書が参りました。 

 で、何を話すんですかと聞いたら、新聞記事

のことについてだということでしたので、内容

をわかるようにということで資料をつくって、

説明しに行った次第です。次長以下、総勢６名

で参りましたが、そういうところです。 

○副委員長（幸村香代子君） はい、村上委

員。 

○委員（村上光則君） はい。私が会員の方と

話をしたのがですね、あたたちのメンバーから

来てるんですから、これはどういうことですか

と、何の話をされるんですかと言ったら、い

や、私たちはそういうつもりでこの勉強会を開

いとっとじゃありませんと。このフォーラムの

このメンバーの中で、八代市のことで勉強しよ

うということでこの会はつくっておりますと。

それで、議員さんたちにこれが御案内が来てる

なんて知りませんって言わしたですよ。（｢委

員長、よろしいですか、整理してもらっていい

ですか。庁舎建設とは全然関係ない話だから」

と呼ぶ者あり） 

○副委員長（幸村香代子君） 村上委員、多

分、今の御発言も主催者、フォーラムをです

ね、主催者される側の、どなたに御案内を出さ

れたかとか、どういう趣旨でという問題はです

ね、向こうの責任になりますので。（｢議事進

行」と呼ぶ者あり）（委員村上光則君「はい、

だから主催者と執行部は関係ないんですねと。

それでよかっですね」と呼ぶ） 

○副委員長（幸村香代子君） 谷脇主幹。 

○財政課主幹（新庁舎建設担当）（谷脇信博

君） はい。我々も依頼があって出た口ですの

で、何も関係はございません。 

○副委員長（幸村香代子君） はい。それで

は、資料の公開についてという中身ですので、

そのことについてほかに委員の皆さんから御意

見等ありましたら。 

 増田委員。 

○委員（増田一喜君） 新庁舎建設に関する特

別委員会を設置する決議案というのがちょっと

あるんですけれども、その中にですね、後ろの

ほうにですね、新庁舎建設について周知をして

十分な審議を行い、市民に対してその検討の経

過と結果の情報公開を行いながら結論を見出し

ていく必要がある。そこで、新庁舎建設の機

能、規模、予算など、新庁舎建設に関する諸問

題の調査を行う特別委員会１３名の委員をもっ

て設置するよう要望するというふうにあって、

これにも情報公開はできるだけやってくれとい

うふうな要望が入ってるから、執行部のほうも

隠す必要のない情報であれば出してもいいんじ

ゃないかという気はいたすんですけどね。 

○副委員長（幸村香代子君） ほかに委員の皆

さんから御意見ございますか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（幸村香代子君） ないということ

で。 

 はい。やはり、今増田委員のほうがですね、

読み上げていただきましたけれども、やっぱり

そのところ、情報をですね、積極的に公開して

いくということについては、やっぱりやらなき

ゃいけないというふうに思います。 

 ただ、いろいろな会議の中でですね、これか

ら先も多分市民の皆さんがいろいろな会合を持

たれるというふうに思うんです。ただ、そのと

きにやっぱりどういった資料を出されるかとい

うことについては、できましたら、委員長、副

委員長のほうにも１度見せていただくと安心す

るんですけれども。 

○委員（亀田英雄君） 委員長、思い出した。 

○副委員長（幸村香代子君） はい。 
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○委員（亀田英雄君） 何の話がわからぬだっ

たもんですけん。こん話は私がたしか言いだし

た話ですよ。で、あのときはですね、会長、会

議の次第、会の位置づけがどんなものかという

話ばしたとだったですよ。どんな会議であって

も、普通にいろいろなことを情報公開していく

のかって。あの会をどういうふうに位置づけて

行かれたのかという話を私はしたと思う。行っ

てみれば、私もよくわからぬままに行ってみ

て、代表の挨拶は、私は何も興味はなかですば

ってんっていう話を２回された。その中でいき

なり順番を入れかえて、何か話しなっせと言う

もんですけん、話をしたと。で、帰ってきて、

ずっといろいろされて、返ってきた質問な、特

別委員会、何ばしなっとですかっていうぐらい

の話じゃなかですか。あって、手前で打ち合わ

せも何も、議会を、私は呼ばれていたとって、

打ち合わせも何も、何ばしゃべれっていう話も

なくて、そんな会議ですばい。大体主催者のほ

うが、興味は、主催者の代表が興味も何もなか

っていう挨拶をしながら、いきなり話をされ

て、そこで私は不快だったという話をしたと思

うとります。 

 で、そんな会議に行って、行政は何もかん

も、どのような会議と位置づけか、わからぬで

おって、何もかんも呼ばれたなら行って、行政

が持っとる情報を公開するのかという話を私は

一番初めにしたような気のすっとですよね。そ

んな意味の話ですよ。情報公開、情報公開はい

いんだけど、会議の位置づけというのがあると

と思うという話をしたと。そこからの話やった

というふうに思うもんですけん。情報公開はい

いとしてもですよ、ある程度、その会の位置づ

けは何だろうかというとば、主催者じゃなく

て、行政のほうがつかんでから情報は出すよう

な話をしたほうがいいんじゃなかろうかなとい

うふうに思ったものですから、私は提起したこ

とでした。 

○副委員長（幸村香代子君） はい、谷脇主

幹。 

○財政課主幹（新庁舎建設担当）（谷脇信博

君） はい。私たちも同じで、出てほしいとい

う依頼を受けまして、先ほどと繰り返しになり

ますが、何を話したらいいんでしょうと言った

ら、１３４億になるという記事を読んで、その

中身は何でということでお答えしました。その

資料が混乱を招く資料とは思っておりません。 

 要は、７８億っていう財政計画上の数字を出

すときには、どういうふうに考えてこういう数

字を出しました、そして１３４億はそれがこう

動いて、こういう状況の変化に応じて数字が変

わったことによって、かけたらこの数字になり

ましたということで説明しましたので混乱を招

くような文章ではありません。 

 あと、情報公開のほうですが、今調べてもら

いましたが、混乱を招くちゅう文言はないよう

です。（｢議事進行」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（幸村香代子君） 松村審議員。 

○財務部政策調整審議員（松村 浩君） は

い。松村でございます。 

 済みません、ただいまの発言で私で今調べよ

りまして、文言を１つ見つけましたので御報告

します。 

 まず、八代市情報公開条例の中の第７条に、

公文書の公開義務というのがありまして、その

中に、実施機関は公開請求があったときは、当

該公開請求に係る公文書に次に掲げる条文のい

ずれかが記録されている場合を除き、公開請求

をした者に対し、当該公文書を公開しなければ

ならないとなってます。 

 あくまで、これは公開請求があったときの話

っていうことでございますが、その中の１文の

中に、第６号でございますけども、本市の機関

及び国等の機関の内部、または相互間における

審議、検討、または協議に関する情報であっ

て、公開することにより率直な意見の交換、も
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しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるお

それ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそ

れ、または特定の者に不当に利益を与え、もし

くは不利益を及ぼすおそれがあるものというの

が、確かに文言上入っております。ただしこれ

は、あくまでも公開の請求があったときという

ことでございますので、先ほど谷脇主幹が言い

ましたけども、混乱を招くじゃなくて、説明用

の資料だというようなことで、こちらのほうに

は当たらないというふうに考えております。 

○副委員長（幸村香代子君） はい、野﨑委

員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。調べていただき

ましてありがとうございました。 

 情報を公開していくっていう、オープンにで

すね、透明性を持ってやっていこうっていう話

の中で、やっぱ、そういった条例的なものって

いうのは決まり事がないわけなんですよね。今

言われたように、今、情報公開請求があった場

合の条例であって、そういったものが整備され

てない中で、各担当の部署に任せていくっちゅ

うところについては、やっぱり少し、私は疑問

が残るかなというふうに思います。今後の課題

かなというふうに思いますんで、そこによりど

ころがあるんじゃないかなって、一つは思うん

ですよ、情報公開条例っていうものしかないん

ですから。そこによりどころを見つけながら、

自分たちの裁量権の中でですね、公開していく

っちゅうのは非常に疑問が残るところかなとい

うふうに思うんで、今後の課題じゃないかなと

いうふうに私は捉えました。 

 あと、委員長、よろしいですか、引き続き。 

○副委員長（幸村香代子君） はい。 

○委員（野﨑伸也君） 情報プラザのほうに

は、委員会があったら逐次公開してますよって

いう話でしたんで、それはそれとしていいと思

うんですが、さっき、お話をしたのは、執行部

と議会のですね、仕組みっていうか、仕方って

いうのが違うのかもしれませんけど、私は議員

になって以来、そういった委員会の提出資料っ

ていうのは、やはり委員長の判断であったり、

委員会の判断があってからのものっていうふう

に思ってましたんで、そこを私が改めるべき

か、あるいは執行部とですね、同じような考え

を共有すべきか、どっちかなというふうにちょ

っと思うところなんですけれども。 

○副委員長（幸村香代子君） はい。 

○財務部政策調整審議員（松村 浩君） 委員

長。 

○副委員長（幸村香代子君） 松村審議員。 

○財務部政策調整審議員（松村 浩君） は

い。今の野﨑委員の御発言に対しましてお答え

します。 

 まず、情報公開条例といいますのは、さきに

谷脇主幹が言いましたように、本来、情報は公

開しなければならないというのが大前提の中に

あります。だけども、行政側が情報を公開しな

いようなときの場合のために、公開を請求する

ことができると。そのときに出す内容によって

は、先ほど言いましたように、不利益を与える

とか、そういった場合は出さなくてもいいよと

いうような規定でございますんで、原則は公開

が原則ということで条例の中にもうたってあり

ます。 

 以上です。 

○副委員長（幸村香代子君） はい。（委員野

﨑伸也君｢今後もそういうような姿勢でお願い

したいと思います」と呼ぶ） 

○副委員長（幸村香代子君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい、以上です。 

○副委員長（幸村香代子君） はい、ほかにご

ざいますか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（幸村香代子君） それでは、なけ

ればですね、委員会提出資料の公開についてと

いうことは終了したいと思います。 
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 次に、本庁方式に対する市の見解について、

まず執行部から説明を求めます。 

○財務部長（岩本博文君） 委員長。 

○副委員長（幸村香代子君） はい、岩本財務

部長。 

○財務部長（岩本博文君） はい。財務部岩本

でございます。それでは、座って説明をさせて

いただきます。 

 本庁方式についての説明ということで、今

回、説明に際しまして、お手元に八代地域市町

村合併協議会資料より抜粋というものを差し上

げております。これは合併のときに、庁舎の方

式を検討した資料なんですけれども、その中で

この本庁方式という部分についての説明を改め

てさせていただきたいと思います。 

 まず１ページ、合併した場合の庁舎の方式と

いうのは、大きくは本庁方式と分庁方式と総合

支所方式があると。分庁と総合支所についての

説明は、きょうは省略はいたします、本庁方式

だけの説明ということで。 

 本庁方式の中に、イというふうに集中方式、

それからロで分散方式。この文章をそのまま読

みますけれども、これは合併のときの文ですの

で、ちょっとその当時のことということで一

応、了解、御理解していただければと思いま

す。 

 現有庁舎の１つを新庁舎とし、そこに全ての

組織、機構を配置する。ほかの庁舎は窓口的な

機能のみを持たせた支所または出張所とする。

ただし、庁舎の規模が本庁として適当でない場

合には、新庁舎建設も考えられる。 

 次に、分散方式というのは、本庁のスペース

の関係上、一部の部門を支所に配置するという

ことで、次の２ページ、３ページに簡単ではあ

りますけれども図を示しまして、説明を加えて

あります。 

 ２ページの本庁方式、ここの文章で、本庁方

式とは、本庁に全ての業務を集中し、支所にお

いては住民に直接かかわりのある業務を行う集

中方式という形である。合併したほとんどの地

域がこの形式をとっており、本庁の規模などの

問題により、支所に本庁の一部門を配置して対

応する分散方式を採用しているところもあると

いうことで、２ページに示されておりますのが

本庁方式の中の集中方式という分です。 

 ３ページの図というのが、本庁方式の中の分

散方式という図です。ここは本庁がありまし

て、あとスペースの関係とかで、Ａ支所には福

祉事務所、Ｂ支所には教育委員会を配置する

と、こういう形のものも本庁方式であるという

ことで、市の宿題としていただいている市の見

解は、ということでございますところであれ

ば、八代市の今の形態は本庁方式であるという

ところでの説明とさせていただきたいと思いま

す。 

○副委員長（幸村香代子君） はい。今説明が

ありましたけれども、本件について何か質疑が

ございませんか。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○副委員長（幸村香代子君） はい、亀田委

員。 

○委員（亀田英雄君） 同じ話ば聞くとです

よ、何遍も。最後に部長と主幹の見解の相違が

あったとは、何が違うたですか。どうぞ。 

○財務部長（岩本博文君） はい。 

○副委員長（幸村香代子君） はい、岩本部

長。 

○財務部長（岩本博文君） はい。本庁方式の

中の基本構想をですね、今の基本構想は集中方

式でつくっておりますので、そういうことを主

幹は集中方式ですということをちょっと強調し

たかったというところで、意見が食い違ってい

るようなところで受けとめられたのかなという

ふうに思います。 

○副委員長（幸村香代子君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） でも、前回の会議は何
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日やったかな。１２日だいけん、もうそのこ

ろ、予算のできとったですもんね、提案される

予算がですたい。プロポーザル、今度、基本構

想にも、そっちで出しとるもんですけん、そん

な話をしとかんばいかんだったちゅう話でしょ

う。 

 私たちがいろいろ、分散方式はいかがです

か、何でもいかがですかっていう話をしても、

それは受け付けませんよっていう趣旨だったん

ですかね。 

 私たちは、――済みませんね、ちょっと部

長、執行部として集中方式じゃなかんばだめだ

という思いの中で、今度基本構想をつくるもん

だから、あんな話をしとったと。受け入れるつ

もりはなかったちゅうこっですよね、議会の意

向を。だから、あんな話になったんだと感じた

んですが、いかがですか。 

○財務部長（岩本博文君） はい。 

○副委員長（幸村香代子君） 岩本部長。 

○財務部長（岩本博文君） 本庁方式は、この

ように集中と分散がございますので、あの構想

というのは、たたき台ということで提案をして

おります。 

 たたき台であるということは、いろいろな御

意見をいただくところであると思いますので。

（｢たたき台で予算」と呼ぶ者あり） 

○委員（亀田英雄君） はい。よかですか、も

う。 

○副委員長（幸村香代子君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 予算というものは、た

たき台で出すものですか。予算にひっついて、

――事前審査になるっでしょうけん。 

○副委員長（幸村香代子君） その部分につい

てはですね。 

○委員（亀田英雄君） 考え方です。そんなも

のでよかですかね。初めて聞きましたが。 

 答えられぬばよかで、事前審査、――。は

い。 

○副委員長（幸村香代子君） はい、亀田委

員。 

○委員（亀田英雄君） 事前審査の部分で答え

られぬっていうなら、答えは要りません。いい

です。 

○副委員長（幸村香代子君） 委員長からもそ

の部分については、事前審査に係るというふう

に思いますので。（委員亀田英雄君「わかりま

した」と呼ぶ） 

○副委員長（幸村香代子君） はい。ほかに何

か。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長。 

○副委員長（幸村香代子君） はい、成松委

員。 

○委員（成松由紀夫君） 本庁、これは本庁方

式の中で集中方式、分散方式、私はこの間谷脇

主幹の説明のほうがわかりやすかったという

か。 

 これをちょっと見てもですね、この分散方式

って名前が変わっただけで、余り分庁方式と何

ら変わらぬような受けとめ方なんですよね。 

 実際、その本庁方式の中の、今の例えば、千

丁の教育委員会の部分が分散方式に当たります

というのは、あくまでもこう手狭になって、柔

軟に対応する部分で行かれたという説明があっ

て、実は市民の方々とか教育関係者の中では、

やっぱり千丁に教育委員会があるっていうの

が、効率的な問題というよりも、不便だという

お話が結構ありよるとですよね。 

 原則、もう本庁の、本庁方式でもこの集中方

式っちゅうのが大前提であって、今手狭になっ

てるところで、教育委員会が出てるっていう、

その対応の仕方が分散方式っていうとり方でよ

かっでしょう。 

 分散方式ありきを余り言うと、余りこう、分

庁方式と変わらぬとじゃないとかなって思うも

んだけん、この間の部長の説明では柔軟に対応

していってるんですよ、それが分散方式なんで
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すよっていうふうに私は理解しとっとですけ

ど、そういう考え方でよかですかね。 

○財務部長（岩本博文君） はい。 

○副委員長（幸村香代子君） 岩本部長。 

○財務部長（岩本博文君） はい。そのとおり

です。 

 合併のときも、基本原則は集中方式でやっ

て、これからやっぱりずっとしていく中で、庁

舎の面積が足りぬようになったようなときは、

分散方式も考えながらやっていこうと、そうい

うのを取り入れておりますので、今、成松委員

から言われたような趣旨で今までに来ておりま

す。（委員成松由紀夫君「委員長、理解しまし

た」と呼ぶ）（｢たたき台だいけんよかったた

い」と呼ぶ者あり） 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○副委員長（幸村香代子君） はい、亀田委

員。 

○委員（亀田英雄君） どんな方式がいいの

か、まだ本庁方式か分庁方式がですたい、みん

な共通認識がでけぬ中で、千丁も鏡もまだ使え

るんだから、その施設を使って、有効利用し

て、少しでも本庁の規模を抑えたらどうかって

いう話をしただろうと思う。 

 みんながまだ、みんなって私も本庁方式の理

解が得られなかった、だから本庁方式ですか、

分庁方式ですかという議論を随分した。だけ

ん、自分たちの話に、気持ちによかほうの話で

そうですって言うたっちゃですたい、今まで積

み重ねてきた議論は、あって、何もならぬじゃ

なかですか。今のやり方が本庁方式ですよって

いうとで、私は部長の説明に納得して、今のや

り方、本庁方式でいくなら、本庁方式でもいい

んですよと。 

 ただし、あいたスペース、利用できる部分に

ついては、使っていったがいいんじゃないです

かというような話をしましたよ。で、多くの議

員、何人かの議員さんもです、そんなような発

言をされているっていうのは、認識されてます

か。 

○財務部長（岩本博文君） はい。 

○副委員長（幸村香代子君） 岩本部長。 

○財務部長（岩本博文君） はい、審議の内容

は認識してます。（委員亀田英雄君「わかりま

した」と呼ぶ） 

○委員（橋本幸一君） よろしいですか。 

○副委員長（幸村香代子君） 橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） はい。集中方式に今至

っている、事実、先ほど成松委員が言ったとお

り、やっぱり１０年前の合併協議の中で、分科

会の中で、やっぱりそこはしっかり議論されて

るって私は今理解したんですが、その中で今、

この八代の本庁がやはり手狭だから、いや応な

しに鏡、千丁という中で、分散方式のやり方を

とっているっていうことであるわけですが、こ

れから結局、庁舎建設っていう、５０年という

一つの流れで見たときですね、やっぱりどうし

ても集中方式の今の千丁、鏡というのは、１５

年、２０年すれば、もう５０年を切ってくる

と。そういう流れを考えればですね、やはり、

これは今、ちゃんと今、集中方式の本庁を、や

っぱり庁舎を建てるべきと私は思います。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、よろしいです

か。 

○副委員長（幸村香代子君） はい、山本委

員。 

○委員（山本幸廣君） きょうはもう見解も何

も聞かぬで終わろうかなと思ったんですけど

も、いろいろと意見が出ておりますので、お互

いに見解の相違もあると思いますが、――私は

ちょうど熊本市のですね、合併当時の関係課、

機関をずっととっていました。分庁、本庁じゃ

あ、式じゃありませんけども、いろんな総合支

所的、出張所的というのをですね、機能を十二

分に今発揮しているのが熊本市なんです。あと

は、参考になれば熊本市の、今、政令市になっ
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た機構図をちょっと見ていただければ大変参考

になると思うよ。 

 それは、なぜ今私がそれを言うかといいます

と、旧市の場合は今、出張所なんやな。そし

て、旧郡の場合には支所になってるんですよ。

これもはっきりとしなけりゃいけないんです

よ、これからは。わかりますか。 

 そういう中で、いろいろと勉強する、合併の

当時を振り返れば振り返るほど、私も走馬灯の

ように浮かんできますけども、特に橋本委員あ

たりは首長として、その当時は議論された、市

議会の中で議論された首長で、そしてまた最終

的には調印をされたあの表紙を今でも私は持っ

ておりますけども、やっぱり合併当時と今を語

る中ではですね、ある程度のですね、これはも

う歩み寄りの制度じゃありませんけども、どこ

でどういう分岐点、接点というのをですね、見

出していかなければ、今回の本庁にするか分庁

にするかっていうのは。 

 現実的には今、鏡の庁舎、千丁の庁舎をです

ね、５０年スパンって言われますけども、もう

今６３年でようやくきょう、東京で今、分譲の

問題で６３年でようやく解体をしようという、

そういうですね、５０年以上ばっかりなんです

よ。１００年の体系を見る中でですね、千丁と

鏡支所を考えてもらえばいいんです。 

 ５０年のスパンじゃないわけですね。そうい

うことを考えれば、やっぱり、鏡を、どうやっ

て鏡の支所を、どうやって総合的な支所とし

て、――これは今、熊本市は全部、区、出張所

は全部、部は全部、そこの出張所に入ってるん

ですよ。総合支所に全部入っているんですよ。

その中で、その小さいところの今の自治区につ

いてはですね、班ごとに職員を配置していると

いう、そういう熊本市の機構図も少し見ていた

だければなと思いますので。今回の本庁、分庁

についてはですね、もうはっきり言って、今、

予算の説明がありましたけども、３月定例会、

予算計上はしてありますので、これについて

は、この委員会でいろいろと議論するあれじゃ

ないと私はもう思います。私としては、という

ことで、私はもう以後意見やりません。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長。 

○副委員長（幸村香代子君） はい、成松委

員。 

○委員（成松由紀夫君） はい。野党という

か、いろいろな意見のある方々の中で、私が感

じるのが、空きスペースを、支所の空きスペー

スをこう、利活用していく部分っていう話なん

だろうなと思うんですが、例えばですよ、例で

いうと、社協の話なんかもですね、実際問題、

坂田市政当時に千丁の空きスペースを利活用し

ようということでお金をかけずに千丁に行って

活動されとった。 

 しかし、福島さんのときに、――あのころ、

こうだったんですよね、行政機能は集中させ

て、福祉機能は分散させようっていう考え方だ

ったのにもかかわらず、千丁から本町に持って

きて、そして本町アーケード街のにぎわいの創

出だなんていう話をされました。お金もいっぱ

いかけてやられたですね。今、その辺の基金の

内部留保の部分も大分底をついてきたような話

になってて、その当時も懸念して、再三、自民

党会派でそこは指摘をしたんですよ。 

 じゃあ、社協が本町に行って、本当にあの当

時、福島市長にも一般質問で、本当ににぎわい

が創出できると思いますかっていうのを再三尋

ねて、にぎわうと、前ば通んなったですか議員

とかっていう、反問権でいろいろ話もされてま

したが、実際ですね、地域に本庁機能が、分

散、もう何か分散方式って名前が変わっただけ

だなっていう感が否めぬもんだから、企画にち

ょっと聞きたいんですけどね、支所が地域振興

の拠点って言いよんなるですよね。すると、ワ

ンストップサービスであったり、行革の部分で

いうたら、この間もちょっと私は意見言うたと
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思うとですけれども、逆行するようなこともあ

ると思う――逆行してるんだろうと私は思うと

ですよね。 

 今の部分で、本庁の一部が入っていっても、

企画の考え方としては大丈夫なんですか、それ

は。 

○企画振興部長（福永知規君） はい。 

○副委員長（幸村香代子君） 福永企画振興部

長。（｢分散方式にしてっていうことですから

ね」と呼ぶ者あり） 

○企画振興部長（福永知規君） はい。企画振

興部、福永でございます。 

 今、質問のありましたところについて、ちょ

っと前の話に戻るところもあると思いますけど

も、地域振興の拠点、あるいは窓口、それから

防災の拠点ということで、支所は位置づけさせ

ていただいて、現在、支所と本庁の業務の分担

を明確にした上で支所の振興ビジョンというの

を各支所つくっていただき、また、住民活動の

まちづくり計画に沿った我々の支所としての後

押しができるような仕組みをつくっておるとこ

ろです。 

 まず、地域振興と申しましても幅が広うござ

いますけども、やはり、その支所を取り巻く区

域っていうのは、もっとも、もともとの役場の

位置でございますので、インフラの整備が非常

に進んでおりますから、何かをそこで行うとい

うことについては非常に利便性が高いってこと

だと思います。 

 また、それぞれの支所の建物についても、停

電装置とかついておりまして、安全の面でも非

常にいいということですから、使いようは非常

に高いと考えております。 

 地域振興で考えますのはですね、やはりどこ

も課題としては人口が減少しているというのが

非常に大きな問題ですので、それを確保あるい

は減らないようにするということが一番の命題

と考えております。 

 そのためには、先ほど旧町村で使われており

ました大切な住民の財産である支所を、少なく

とも行政目的プラスアルファ使えれば非常にい

い機能が果たせるんじゃないかというふうに期

待しております。 

 具体的にじゃあどのようなものがあるかとい

うことを今示せと言われても、ちょっと検討中

ということしか言えないんですけど、例えばの

話で申しわけないんですけど、八代市は未利用

財産の活用ということで、合併して、特に学校

関係が、今、急速に空きスペースが出てます

が、それの活用ということで、既に２件、１つ

は東陽、河俣小学校の太陽光発電、これは単に

行政目的あるいは住民さんの意思をということ

ではなくて、企業さんの営利活動、これをもと

の行政資産を活用して行っていると。雇用に直

接的につながってるかというと、非常に弱い面

がありますけども、維持管理、メンテなんかの

点では地元の採用をお願いしている。 

 また、今建設中でございますが、宮地東小学

校、これは、これこそ研修宿泊施設として、福

岡の企業さんが投資をなさって４月にはオープ

ンと聞いてますけども、これは地元の方々も非

常に期待をしておられて、その雇用力、あるい

は人口増につながると思われる交流、それにつ

いて住民、市、企業さん、一緒になって活用を

図っているということです。 

 それから、これは鏡支所についてはですね、

あそこの利点は何かというと、道路環境も整備

してあり、それと低地ではあるにしろ３階建て

であるということで、今、３階のフロアが非常

にあいておりますが、これには以前、企業さん

からの申し出も実はあっとりまして、しかしな

がら、あそこのですね、セキュリティー、企業

ですからセキュリティー問題があってですね、

そのセキュリティー問題がクリアできずになく

なったということもあります。そういったこと

もありますので、私たちとしては、行政財産を
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ぜひそういった地域振興、雇用や人口増、交流

につながるような使い方をさせていただければ

大変ありがたいなと思っているところです。 

 以上です。（｢いい説明をしたばい」と呼ぶ

者あり） 

○委員（成松由紀夫君） はい、委員長。 

○副委員長（幸村香代子君） はい、成松委

員。（｢そのとおりだよ」と呼ぶ者あり） 

○委員（成松由紀夫君） 本当はですね、その

先の、まだ検討中というところの話があって、

明確に答えていただければ一番いいんだけど

も、そこは検討中ということで、そういうこと

なんだなっていうのはよくわかりました。 

 第３回か４回のときだったかな、分庁方式の

連絡伝達についてとかって資料ばいただいた経

緯もあっとですけども、あくまで本庁方式で合

併の部分でもう決まってるから、それでいくと

いうのは理解してるんですが、今度分散方式な

るものが出てきたもんだから、その分散方式と

分庁方式っちゅうのは、ちょっと名前が変わっ

ただけでっていう感が拭えないので、分散方式

の、この間いただいた資料みたいな、分庁方式

の資料みたいなところで資料はなかっでしょう

けど、検証なり何なりと、あと本庁方式の集中

方式と本庁方式の分散方式のメリット、デメリ

ットあたりが、どっちが担当になるのか、わか

ってるほうが説明をできればしていただけれ

ば、ちょっと理解を深めたいかなと思います。 

○副委員長（幸村香代子君） はい、谷脇主

幹。 

○財政課主幹（新庁舎建設担当）（谷脇信博

君） はい。本庁、分庁のやり方のメリット、

デメリット、こちらは先日の特別委員会の中で

も御説明いたしましたので、そこは同じかと思

います。 

 実際、私たちのほうで過去にといいますか、

調べてみたこともあるんですが、以前、私がこ

こで、この場で、合志市が分庁方式だったの

が、今、昨年ですかね、本庁方式になりました

よっていうことをお話しました。そのときに調

べとったやつがありますんで、ちょっとお答え

しますと、合志市は合志庁舎とあと西合志庁舎

と２個あって、ここは一応分庁という形をとっ

てるんですが、今ここで話に出てます分散と余

り変わらない。要は、合志市のほうに、合志町

役場のほうには議会とか市長公室とか、総務と

か、企画財政、市民、環境、農林、商工、会

計、上下水っちゅうのがあって、もういっちょ

のほうが入らぬかったけん向こうに行ったとい

うことで、福祉、子育て、高齢者、健康づく

り、学校教育、生涯学習、人権というのが行っ

ていると。ちょうど今、さっき分散で出てきた

話の、ちょうど２部ですよね、福祉と教育があ

りましたので、が行ってる状態です。 

 それで、当時合志市のほうでいろいろ検証さ

れました。どのくらい２つのことをやりとり、

行ったり来たりするのにお金がかかるのかとい

うことを検証されまして、で、合志庁舎と西合

志庁舎の距離が４.８キロほどございます。う

ちでいうなら、千丁、八代間、八代本庁と千丁

支所までの距離なんですが、それで当時の人件

費の平均額３９８０円、時間当たりですね、が

大体往復で３０分ぐらいかかると。１年間そこ

は調べられまして、――１カ月間調べられまし

て、１カ月間に大体６７６回行ったり来たりし

ているというのを出されて、それが１２カ月あ

るということで、人件費に回数と月をかけて、

大体年間に１６００万ほど人件費だけでかかっ

てると。それにガソリン代、当時はここは１８

０円、リットル当たり１８０円でされてました

けども、それで大体１００万ほどかかるという

ふうなのが出ております。 

 それを八代市に置きかえました場合、例え

ば、本庁と千丁支所、間が５.２キロというこ

とで基本構想のたたき台には書いとるかと思い

ますが、５.２キロ――ほぼ同じと考えまして
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往復３０分と考えて、大体１年間で人件費が１

６００万、それにガソリン代がやっぱり１００

万ってことになります。本庁と鏡支所が大体

８.４キロです。８.４キロを時間に直すと大体

往復５０分ぐらいで、同じく６７６回動いたと

して２６００万円、それにガソリン代が１７０

万、トータルで４４７０万ぐらい、分散化すれ

ば経常的に経費がかかるものというふうに、そ

れプラスの車両も必要になるもんですから、車

両代のイニシャルコストとそれの保有に伴いま

す保険とか、車検とか、そういう経費がかかっ

てくるというところで、１回整理はいたしまし

た。 

○委員（成松由紀夫君） はい、委員長。 

○副委員長（幸村香代子君） はい、成松委

員。 

○委員（成松由紀夫君） ということは、やっ

ぱり余り分庁方式と変わらぬで、非効率的だな

っていうことしか出てこぬですね、その合志の

ほうでも検証されたパターンでいくと。そうい

うふうに理解しときます。 

○委員（亀田英雄君） はい、委員長。 

○副委員長（幸村香代子君） はい、亀田委

員。 

○委員（亀田英雄君） 分庁方式と変わらぬち

ゅう話じゃなくてですたい、分庁方式は行政の

やり方が全然違うっていう話だったでしょう

が、部長。（｢機能が違うたいね。行政機能っ

ていうのが」と呼ぶ者あり）そげんした話だっ

たでしょうが。その辺の、もう一遍話ばしても

ろうてよかですか。 

 分庁方式と分散方式は、――もうあって、今

まで、そんために今まで時間ば使うて話ばして

きたですけん。 

○財務部長（岩本博文君） 委員長。 

○副委員長（幸村香代子君） はい、岩本部

長。 

○財務部長（岩本博文君） はい。それで、そ

ういう内容が混在化したところで話が進められ

ておりましたので、私としてはちゃんと、今、

話されてるのは本庁方式なんですよというとこ

ろを改めて説明したかったいうところもありま

す。 

 本庁方式、合併のとき、やはり随分議論しま

したけれども、本庁方式をとって、今のように

集中と分散ありますけれども、本庁方式の中で

の大原則は集中方式であります。 

 集中方式でいろいろやっていって、ちょっと

応用力ができてきたのが分散方式であるという

ようなところでも話をしたかと思いますけれど

も、要するにですね、本庁方式のほうがいろい

ろなバリエーションが考えられて対応ができる

というようなことで話をしまして、分庁方式は

そこに組織がですね、入ってしまって固定化さ

れてしまって、そして言うなれば、ばったり動

きがとれぬような形にもなってしまうもんです

から、そういうことであれば今とってる本庁方

式、この中で本庁方式ということを全体的に頭

に入れて、そして議論を進めていただければ、

非常にこちらとしてもどんどんどんどん、分庁

という話よりはいいのかなというところで考え

てました。（｢理解しております」と呼ぶ者あ

り） 

○委員（亀田英雄君） 委員長。 

○副委員長（幸村香代子君） はい、亀田委

員。 

○委員（亀田英雄君） だけん、そこまで話ば

してですね、今のやり方が本庁方式なら、私は

それに異論はないということで申し上げてたと

思っております。 

 で、今度の予算に集中方式でっていうことで

出されたと。きのうはもう時間の都合で聞かれ

ぬだったんですが、そういう話を聞きましたの

で、それについてなぜですかと聞きたいんです

が、それも事前審査になるということになりま

すので、その気持ちばですね、なぜ、あって、
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あれだけ検討願えんですかという委員の半分、

半数の委員がそんな話をするのにですよ、あえ

てそんときもう決定しとったごたふうで、感じ

で。今回また会議をしてもですたい、何をしな

ければならないのかて、あとこん次指定された

委員会で、そのことを議論する以外、なかっじ

ゃなかですか。（｢うん、なかなか。もう委員

長、進行してください」と呼ぶ者あり）もう、

質問のしようがなかですもん。 

○委員（古嶋津義君） 委員長、よかですか。 

○副委員長（幸村香代子君） はい、古嶋委

員。 

○委員（古嶋津義君） はい。前回、きょう御

欠席になっとりますが、前垣委員のほうから、

新庁舎建設の方向で、また財源としては合併特

例債を有効に活用ということで、みんなで協議

をして進めていこうというふうにこの前はあっ

たと私は理解をしております。 

 その中で、先ほど亀田委員のほうから、私の

出身地であり、鏡に深い愛情を注いでいただい

て、あそこにですね、鏡に何か持ってきて、利

用して、ここは小ぢんまりという話だろうとい

うふうに思いますが、よろしゅうございます

か。 

 そういう中でですね、私も実は議員になって

もう２４年か５年になりますが、平成３年だか

ら、その前にですね、鏡の庁舎はでけておりま

してですね、昨年も外壁をちょっと修繕した

り、エアコンのやりかえ、いろいろやってメン

テナンスをやっておりますが、もう２０、３０

年近くなると思いますが、あそこに分散をして

も、将来的にはこっちを２階建てか３階建てに

しても、八代をですね、しても、将来的にはま

たこっちにせんばんかなという思いであります

ので、ここはやっぱり、将来的に見据えて、二

重投資にならないようにやっぱ本庁方式でいっ

たのがベストかなというふうに私は思っており

ます。 

 それから、もう少し踏み込んでいいのかなと

思いますが、この前、床面積が広か、狭かって

言いましたので、その辺のところも早目に少し

委員長のほうで進めていただければ幸いでござ

います。 

 以上でございます。 

○副委員長（幸村香代子君） はい。 

○委員（野﨑伸也君） 委員長、よかですか。 

○副委員長（幸村香代子君） はい、野﨑委

員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。今、古嶋委員の

ちょっと話ば聞いてですね、ちょっと思ったで

すけど、で、質問をちょっとしたいなっていう

のがあったです、確認したいなというのがあっ

て、本庁方式でやっていただきたいっていうの

は今御意見があったかと思うんですけど、どう

もですね、本庁方式っていうのになれば、私の

思いですよ、でいけば、最終的にっちゅうか、

つくってしまったとき、本庁をつくってしまっ

たときに、鏡、千丁、ほかのところに分散して

るやつも全部もう引き取ってしまうというよう

な構想だろうというふうに思うとですよね、今

のたたき台からいけば。 

 そがんなったときにですよ、鏡のことば言う

て申しわけなかですけど、鏡がですよ、氷川高

校がなくなってですよ、非常に寂しい思いをし

てきたっていうのが私はあって、やっぱ、商店

街がですよ、にぎわいが廃れてきたっていうの

も目の当たりにしてきとっとこがあるもんだけ

んですよ、そういった、今あるものをまた抜き

取ってですよ、それが果たしてあの地域の振興

につながっとかというふうに思うとですたい

ね。そこら辺のとこば、どぎゃんふうに考えと

らすとかなって、整合性ってあるのかなってい

うふうに思うんですよ。 

 私はやっぱり、ちゃんと機能を残して、今よ

りさらに充実させてですよ、古くはなったって

いうんであれば、それは建てかえも私は検討せ
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んばって、私個人はですよ。ずっと残していか

んばんちゃなかろかって思うとですよ。そこに

住んでらす人がいっぱいおるわけであって、そ

こでにぎわいを創出さすっていうことであれ

ば、中核じゃなかっですかね、支所とかってい

うとは、やっぱり。私は、絶対、そやんしてい

ったほうがよかと思うとですけどね。 

 だって、何か今の本庁方式、本庁方式ってい

えばですたい、将来的には全部抜き取ってここ

に持ってくって、そやんイメージしかない。今

の状況のほうが私は一番ベスト、さらにそれに

加えるほうが、まだよりベストって思うとです

よ、地域振興のためには。そこはどやんですか

ね。企画がおらすけん。 

○企画振興部長（福永知規君） はい。 

○副委員長（幸村香代子君） はい、福永企画

振興部長。 

○企画振興部長（福永知規君） はい。まず、

箱物としての支所というのがあって、そして機

能としての支所があると思います。 

 機能としての支所は、先ほど申しましたとお

り、日常の周辺の方々の窓口の利便性の確保、

サービス低下にならないことが合併の前提と条

件ですから。それから、防災拠点、この前の台

風とか、そういうときでも、やはり支所のメイ

ンとなった働きによって、非常に軽減という

か、スムーズな後片づけもできたと。そこの最

後の地域振興のところですけども、ここは先ほ

ど冒頭で申しましたとおり、支所と本庁の役割

分担というのを昨年からずっと明確にして、そ

してその中で、支所に配置すべき人員というの

を出しておりますので、これが減ることはござ

いませんので、全部っていう御発言にちょっ

と、もしかしてですね、空になってしまうんじ

ゃないかと思われたんだったならば、支所には

ちゃんと人員は配置を今後もいたしますという

ことを申し上げたつもりです。 

 地域振興については、先ほどの説明とかぶり

ますけども、やはり一番の問題点は雇用、それ

から、我々、この合併のもう一つの大命題であ

りました行財政の効率化、要するに自主財源を

どう確保するかということを考えたときにです

ね、先ほど申しましたような民間企業さんに有

償貸し付けというような具体的なことが進んで

いけばなということが、私たちの可能性として

考えさせていただきたいということです。 

 以上です。 

○副委員長（幸村香代子君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。何となくしっく

りこぬとばってんがですね、福永部長が言われ

る、言われたのは多分空きスペースがあれば、

それは民間に貸して有効利用して、財政をよく

しようというような話だと思うとですよ。それ

と地域振興っていう中でですたい、やっぱり私

は地域の人たちのよりどころっちゅうと、やっ

ぱり支所だと思うとですよ。やっぱりそういっ

たところで、果たしてそれが地域振興でにぎわ

いを創出させていくのと合致せぬごた気がすっ

とですたいね、何となく。今のところ、そやん

ふうに思ってるっていうことで、思っとってい

ていただけばと思うとですけど、なかなかマッ

チせぬとですよ、何か、福永さんが言わすと

も、部長が言わすともですね、難しいなという

思いがある。 

○委員（古嶋津義君） いいですか。 

○副委員長（幸村香代子君） 古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 野﨑委員からも鏡のこ

とを御心配いただいてありがとうございます。 

 地域振興からいきますとですね、うちの、私

の家が鏡支所役場の近くなんですが、近くには

ですね、いわゆるお店がたくさんありましてで

すね、Ｙマート、あるいはドラッグＭ、Ｃモス

とかですね、それからＤレックスとかたくさ

ん、コンビニも２店ございましてですね、かな

り地域振興は、私は支所がなくても潤っている

なと思います。特に隣のＪＡの北部総合支所が
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ございますので、そこにも店舗がございまし

て、かなりにぎわっている模様でありますの

で、地域振興からは、鏡は御承知のとおり合併

の年は１万５０００おりまして、今１万４００

０か３０００ぐらいだと思いますが、かなり

今、鏡のほうは地域振興的にはほかの市役所で

なくて、ほかの企業の盛り上げでちょっと振興

しているのかなという思いであります。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、よろしいです

か。 

○副委員長（幸村香代子君） はい、山本委

員。 

○委員（山本幸廣君） 関連ですが、野﨑委員

の関連ですけども、ちょっと確認をさせてくだ

さい。 

 福永企画サイドと財務部なんですけども、

今、成松委員からも質問がありましたですね、

それを踏まえてなんですけども、私は本庁の中

での集中と分散ということで、これは協議会の

資料、抜粋のと、岩本部長からいただいたんで

すけど、企画やったかな、どこかわかりません

けど、その中で、総合支所方式の前に分庁があ

りますけど、分庁というのはほとんど皆さん方

がこれだけ議論してきたわけですから、大体わ

かるんですね、分庁の方式をですね。これはも

う書いてある通り一部の部分を各市町村の現存

の庁舎に行政機能を振り分けて持たせるという

こと、これが分庁方式ということははっきりし

て、法的にもこういうことじゃなきゃいけませ

んよという谷脇君から説明があったわけです

ね。 

 これは総務省の一つの流れだと思うんですけ

ども、そういうことを考える中で、分散という

のが今議論をされとる。分散の前で議論されと

る、財務部がそういう考えなのか、企画が考え

なのか、それとも本庁のほうの中で企画サイド

がどこまで中に突っ込んで議論されてるのかと

いうことになるんですよ。 

 というのはなぜかというと、合併当時の協議

会で支所、出張所とするということで明記して

あるんでしょ、ですね。それをはっきり、これ

をですね、どういうふうな形にするかというの

は、企画サイドは今回の本庁式にすればよ、そ

こに踏み込んだ中で、機構図はきちっと私はし

なければいけないと思うんですよ、並行して。

後から考えますよじゃいけないんですよ。それ

によってから、本庁舎の今のいろいろな面積の

問題、機能の問題等々によって変わってくるん

じゃないですか。そう思いますよ。 

 それは福永部長どうですか、私の今の質問に

対して。 

○企画振興部長（福永知規君） はい。 

○副委員長（幸村香代子君） 福永部長。 

○企画振興部長（福永知規君） まず、現在支

所５つ置いております。これはこのまま存続を

するということが大前提で我々は動いておりま

す。また、その支所も含めてですけども、市有

の財産、これが空きスペースが出て活用されな

いという状況は、効率の面からして、やはりこ

れはちゃんと活用させていただかなくてはなら

ない、こういう原則で動いておるつもりです。 

 ですから、この本庁の建て方についても、や

はりその中でのお話の一つというふうに受けと

めさせていただいております。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員長。 

○副委員長（幸村香代子君） はい、山本委

員。 

○委員（山本幸廣君） そうであれば、今の機

構図の中でですよ、組織図の中で、いろいろな

係なり班なり、そしてまた課なりですよ、検討

する中で旧市の場合はどうするんですか。コミ

ュニティを含めて、住民自治を含めて、推進を

しとる中でですよ。どうなるんですか、出張所

の場合には。今の配置図で、職員の配置図でよ

ろしいんですか。 

 私たちは旧市ですからいろいろと問題が出て
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きますよ。公平さに欠くんじゃないですか、私

たち旧市の市民から言わせれば。 

 それはなぜかといいますと、職員の配置で変

わってくるんですよね、出張所と支所の職員の

配置で。そしてまた出張所の機能、そしてまた

支所の機能、それに職員の配置等々で変わって

きますね。そういうことを考えれば、まだまだ

十二分に私は審議が必要だと思うんですよ、こ

れは。だけど、今回については３月定例会で一

応もう提案してあるわけですので、それについ

て、それ以上はもう質問しませんが、私はそう

いうのはひっくるめて、職員の配置、支所、出

張所、機能、将来に向かってどのような分散の

式をするのかということをですね、私は明快に

すべきだと思います。 

 答弁要りません。説明要りません。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長。 

○副委員長（幸村香代子君） 成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） 分散方式の部分でで

すね、支所周辺の経済効果であったり、活性化

効果も含めて、支所周辺地域の方々に心情面で

の配慮は必要とは思うんですよね。配慮は必要

なんですけども、やっぱりあるべき本庁機能に

向けた議論の場においては、そこは主たる判断

材料にはならぬと思うわけですよ。 

 で、今、職員数云々という話も出たんです

が、そういう規模、機能の部分を話した中で予

算が出てくるというようなところもあるんです

が、この間、宿題といいますか、お願いしてま

した庁舎規模算定ですかね、皆さんにそこのと

ころを少し説明いただいて、ひっくるめてまた

議論しないとちょっと進まないのかなと思うん

ですが、委員長。 

○副委員長（幸村香代子君） １点だけ、確認

をさせていただきたいということがあるんです

けれども、今までの皆さんの御意見、またこれ

までですね、本庁方式か分庁方式か、この２点

について検討をしてきました。しかし、執行部

の説明、また皆さんの御意見をお聞きすると、

本庁方式であるということについては御確認い

ただいてよろしいでしょうか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（幸村香代子君） はい。 

 あと残っているのが、本庁方式の中の集中型

であるか、分散型であるかと、この２つが残っ

ているというふうに確認をさせていただいてよ

ろしいですか。（｢異議なし」と呼ぶ者あり）

（｢委員長、そこは集中方式っていうことが大

前提ということでよろしいんじゃないんです

か。柔軟に対応する場合が分散方式という、―

―」と呼ぶ者あり）（｢それは違う、違う、違

う、それは完全に違う」と呼ぶ者あり）いや、

それは済みません、委員長のほうからですが、

いや、それについては、まだ統一的になってい

ないというふうに、確認がされていないという

ふうに思っています。分散型という御意見もあ

るということだと思いますが。（｢２案あるっ

ちゅうことでしょ」と呼ぶ者あり）うん、２案

ある、だけん、分庁方式ということはなくなり

ましたけれども、本庁方式の中の集中型、分散

型ということで残っていると思います。 

 それでよろしいでしょうか。（｢はい、異議

なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（幸村香代子君） はい、村上委

員。 

○委員（村上光則君） 今、本庁方式の中の集

中と分散ということですが、私は分散のほうに

ですね、したほうがいいというふうに思います

が。 

 なぜかというと、さっきも橋本委員からもあ

りましたように、あと５０年すると人口がどれ

くらいになっとるですかね。相当減るんですよ

ね。あと２５年しても相当減ると思いますよ

ね。人間の少のうなっていくとにですよ、そう

いう金をかける必要があるんですか。それとも

今の支所をちゃんと、できるだけ、鏡が何年か
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するといかぬという話でありましたが、そのと

きはそのときで、財政力をですね、眺めながら

つくっていけばよかじゃなかですか。 

 だから、そんなに本庁方式の集中ということ

は、私はいかがなものかなというふうに思いま

す。 

○委員（橋本幸一君） 委員長、よろしいです

か。 

○副委員長（幸村香代子君） はい、橋本委

員。 

○委員（橋本幸一君） これまで集中方式と分

散方式というのは、スペース的にやっぱり問題

があったからいや応なしに分散方式にやってた

っていう自治体が非常に多いっていう、今そう

いう執行部の話だと思ったんですが、結局そこ

には、最終的には集中方式に移行していくと。

なぜかって、私はそこのランニングコストって

思うんですね。先ほどあったように、合志だけ

でも年間にやっぱり１６００万、鏡、千丁を利

用すれば、試算の中では約５０００万、これは

毎年毎年同じ経費としてしていくっていう、そ

の部分。それとやっぱりワンストップサービ

ス、そこを考えればですね、やはりこの際、集

中方式と私は一本化して進むべきと、これは大

切な問題かなと思っとります。（｢異議なし」

と呼ぶ者あり） 

○副委員長（幸村香代子君） ほかに御意見あ

りませんか。 

○委員（橋本隆一君） はい。 

○副委員長（幸村香代子君） はい、橋本委

員。 

○委員（橋本隆一君） 橋本です。 

 そして、先回は、私の勉強不足もありまし

て、イメージとしては分散方式をイメージして

いたんですが、先ほどの部長のランニングコス

トの問題、それから、先日の先輩の、とにかく

今回の市庁舎の建設においては、災害に強い、

ハード面、ソフト面ですぐ対応できるような市

庁舎が望ましいという、それはもう私も同感で

す、共感ですし、執行部のほうもそういう説明

であったと思いますので、そういうランニング

コストの面と災害に強い支所、市庁舎って考え

るのは、やっぱり集中方式のほうが一番いいの

かなと思います、私はですね。 

○副委員長（幸村香代子君） ほかに。 

 はい、増田委員。 

○委員（増田一喜君） はい。私のほうもです

ね、やっぱり合併協議の中で書いてありました

ように、本庁舎方式と、その中で集中方式をと

られてきてた、一部都合により千丁のほうに教

育委員会とかを移動されましたけれども、どう

せこの際、本庁を建てかえるということは確認

されておりますんで、それに合わせてきっちり

と、合併の当時に確認されておる本庁方式の集

中方式というほうを、今もうやらないと、それ

こそこれを逃してやったら、財政もなかなか難

しくなる、お金もなくなってくると建てかえら

れなくなってくる可能性が十分ありますから、

この際するんであれば、もうそのときの決まり

っていうか、経過を追って、本庁方式の、なお

かつ集中方式というふうにしたほうがかえって

いいのかなと思います。そういう意見でござい

ます。 

○副委員長（幸村香代子君） はい、ほかに。 

 友枝委員。 

○委員（友枝和明君） 本庁方式の集中方式の

中で、先ほど古嶋委員から鏡支所の件でお話が

ございましたが、千丁支所は平成５年が建設じ

ゃなかったかなと思います。鏡支所よりも少し

新しいっていうか、いう支所でもございます

し、あそこを千丁、３６００平米ぐらいござい

ますし、本庁施設の関係、一部の部分を支所に

配置するという分散方式、これをひとつ検討の

中に入れていただきたいと私は思っておりま

す。 

○副委員長（幸村香代子君） ほかに御意見を
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述べてらっしゃらない方は。 

○委員（矢本善彦君） はい。 

○副委員長（幸村香代子君） はい、矢本委

員。 

○委員（矢本善彦君） 私もやっぱり村上さん

の意見と一緒でですね、本庁だけば今、言うな

らですばってん、これからやっぱり坂本も建て

んば、東陽町も建てんば、――。（｢町です」

と呼ぶ者あり）ごめんなさい、町、ごめんな。

やっぱりそんなして支所をば建てていかにゃい

かん。その中で余りにもこれにですね、こだわ

って、人口も減ります、そうすると税収も落ち

てきます。そんなのをちっと考えていかんと、

私たちが議員におっときは、こやんして建てた

ばってん、これが負の遺産にならぬごつしてや

っとも一つのこういう審議じゃなかろうかと思

っとるですよ。 

 私も何回か町内会で説明するのに、そやん、

ぬしどま、建つる建つるて言うばってん、俺た

ちば市民のことは考えとるっとかいって言われ

ました。やっぱり極端に言えば、私は議会は年

に４回しかせぬとだけん、千丁でよかと思っと

ります、議場は。千丁も鏡もあいとります。

（｢鏡の議場はもう壊してあります」と呼ぶ者

あり）ああ、壊しとっとですか。千丁は物置に

なっとっとかね。（｢いやいや会議室です」と

呼ぶ者あり）会議室になっとっと。 

 そういうにね、もう少しこう、やっぱり、お

互いに市民がやっぱり税金払うてこげんした建

物が建つとですけんで、私たちも確かにいい品

物を建てたほうが、よそから視察に来るごた建

物、建てよごたっですよ。しかし、我が家の家

とば思うてですね、やっぱり考えいかんとです

ね、だんだん議員も少なくなっていくでしょ

う、削減していかないかんとですけん。私は、

そこはもう少し市民の見た目で判断していかん

と、それはもうよかでこしたことはなかですた

い。 

 人口は減っていきますし、もう６０年になっ

たら１０万人切っとでしょう。そうすると労働

人口はおりません、百姓はＴＰＰで苦しませ

て、どぎゃんすっとですか、払うもんな。そこ

ばちょっと考えてね、やっぱりしていかんと。

私は、５階のた３階にして、そぎゃんした考え

でずっとおります。 

 はい、そういう意見です。 

○副委員長（幸村香代子君） はい。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、よろしいです

か。 

○副委員長（幸村香代子君） はい、山本委

員。 

○委員（山本幸廣君） 何か、賛否のような、

委員長ですね、意見は意見として各委員はいい

んですけども、今、本庁の集中方式とかなん

か、たたき台をやられてですね、先ほど来、前

回のときの、今の執行部の報告を求めておるわ

けですね。意見、見解の中で見解をずっといく

ならば、もとに返っていくんですね。 

 予算面で事前にひっかからない態度にいかな

いかないもんですから、物を言わないというよ

うな状況なんですよ、意見を言わないっていう

状況なんですよ。ですから、これについてはで

すね、３２年にはもうほとんどの方が御存じの

ように、今のままでいけば計画的に３２年には

全部、本庁に集合しなきゃいけないわけでしょ

う。全部集中、本庁に、３２年には移転をし

て、それから解体をしてから本庁に全部、支所

の機能も含めてですよ。 

 そういうことを考えた中でですね、いろいろ

と議論すれば議論するほど、じゃあ私は今回の

建物についても、７８億から１３４億から１１

０何億になってきました。後から見解が報告あ

っと思うんですけども、要は、まさに先ほど矢

本委員が言われたように、人口は減るは、税収

は減ってくるは、伸ぶ可能性は、ほとんどあり

ません。じゃあ、中小企業の問題、そして、ま
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た今回は、大企業にすれば法人税の減税をやら

れる。１０％の、はっきり言って消費税、いろ

いろな要素というのを考えた中で、今、経済は

マイナス、近年も含めてでありますけども、地

方の自治体が潰れますよという、きのうも、先

日も言ってましたよね、毎日のように今、マス

コミ報道が。大変な時代に地方の自治体、地方

の経済っていうのは冷え込んでいきますよとい

う、そういうのをやはり総合しながら、今、構

想の、たたき台の時期なんですよ。だからこそ

議論をしないかんと。集中的な審議、議論をし

て、そしてどういう、本庁方式でするのか、本

庁方式の中でも集中方式にするのか、分散にす

るのかという中でですね、きちっとした位置づ

けを私たちはしていかなければ。 

 やはり、執行部としては議会を軽視をしてい

けない。我々を執行部としては信頼をしてい

る。そういう中で市民から信頼される議会、市

民から信頼できるような行政でですね、あるこ

とをですね、市民の方々に問うてください。 

 それは、市民のアンケートをとる。そしてま

た、公聴会をするとかですね、いろいろと市民

との対話の中で今こそ構想の時代、構想の時期

ですから、そういうことを一緒に考えていきた

いと、いけばいいなと、そのように思いますの

で、委員長、後についての進行を進めてくださ

い。 

○副委員長（幸村香代子君） はい。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長。 

○副委員長（幸村香代子君） はい、成松委

員。 

○委員（成松由紀夫君） ちょっと誤解を招い

ちゃいけないんで、あれなんですが、３２年に

集合して解体っていう話、解体はないですね。

（｢いや、解体はないですよ。解体じゃなかで

すよ。解体なんか言いません」と呼ぶ者あり）

集合は、――、３２年が合併特例債の期限ちゅ

う話。（｢３２年に特例債もばってんが、完成

したならば入らないかんとでしょう、本庁に

は、３２年には。入らないかんでしょう、７９

９人の面積で計算しとるわけですから」と呼ぶ

者あり）だから、それが確認できればそれでい

いんですが、３２年集合云々よりも、本庁、集

中、分散でいったら、お金の話をすれば、やは

りランニングコストがこういう部分で出てくる

っていうのは、はっきりしてるんで、私は集中

方式だと思います。 

 以上です。 

○副委員長（幸村香代子君） はい。（｢見解

の違いがあるけん、委員長、進めてください」

と呼ぶ者あり）まだですね、先ほども申し上げ

ましたとおり、非常に、本庁方式ということで

は合意できるんですけれども、集中型か分散型

かということ、またそれについてはですね、や

はり統一的な見解を持てない、また議論も必要

だというお話、そして、今回、事前審査に係る

ということで、なかなかお金の問題にですね、

踏み込めないということもありますので、これ

は引き続き検討させていただく、この場で協議

をしていくということで、御確認いただいてよ

ろしいでしょうか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（幸村香代子君） はい、ではその

ように決しました。 

 では、次に、３点目、基本構想のたたき台が

修正されております。それについて説明を求め

ます。 

 はい、谷脇財政課主幹。 

○財政課主幹（新庁舎建設担当）（谷脇信博

君） はい。それでは、お手元に先だってお届

けしております庁舎規模算定（特別委員会指摘

試案）というのがあるかと思いますが、こちら

のほうについて御説明させていただきます。 

 こちらは、先日１２日の特別委員会で、余り

に市民の、市民検討委員会でいろいろと出まし

た部分についてまで数字を減らしましたことか



 

－21－

ら、その辺を少し見直してみろということを受

けまして、出させていただきました。 

○副委員長（幸村香代子君） 済みません、何

か。（｢一部資料が、――」と呼ぶ者あり）

（｢資料の、おがところは担当箱入っとらぬだ

ったもんだけん、橋本さんがとったもんだけん

済みません」と呼ぶ者あり）（｢団長だいけ

ん、やらんとしょんなか」と呼ぶ者あり）申し

わけない、谷脇主幹、ちょっと待ってくださ

い。よろしいですか。（｢はい、結構です」と

呼ぶ者あり）どうぞ。 

○財政課主幹（新庁舎建設担当）（谷脇信博

君） はい。こちらのＡ３判の縦位置のやつで

ございますが、右端のほうに最初に出しました

２万３０００、一番右下に書いてございます

ね、２万３５００平米、要は、市民検討委員会

の数字をそのまま盛り込んだらこうなりますと

いうのをたたき台。そして、先だって２月の１

２日に出しました修正案、１万９８６０平米。

で、今回の部分になります。 

 変わりました部分だけ御説明いたします。 

 変わりました部分は、行政サービスの機能と

して付加する機能という部分で、災害拠点機能

です。その部分で、前回、仮眠スペースを半分

に減らしておりましたが、やはり男女別の部屋

で、多分、多分じゃないですが、それで２６平

米をおおむね見込むということに、もとに戻し

ました。それと備蓄倉庫のほうも、もとに戻さ

せていただきました。 

 ずっと目をおろしていただきまして、下のほ

う、まちづくり拠点機能としまして、多目的ス

ペースにつきましては、最初の構想どおり１２

０平米、市民ロビーのほうも１０００平米、市

政情報コーナーも１０平米、物産展示コーナー

１０平米、そして、ＡＴＭコーナーも１２平米

に戻し、キッズスペースも２０平米に戻すとい

うことで、その部分につきまして、最初の構想

どおりに戻しましたところ、トータルが２万４

９５平米ということになりました。 

 以上、説明を終わります。 

○副委員長（幸村香代子君） 何か御質問等あ

りますか。（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（幸村香代子君） 成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） この資料は、前回、

私がお願いしたところなんですが、防災拠点機

能の部分は、しっかり戻してほしい、もうちょ

っとこの災害対策本部スペースも含めてです

ね、もうちょっとどうなのかなというのと、あ

と、市民検討会でもらってる部分が前回ざっく

りいってたところが、売店食堂を残して少し戻

ってはきてるんですけども、そこもですね、し

っかり市民の皆様からいただいた声も、もう１

回考えとっていただきたいなと。 

 私は、これが目いっぱいなのかなというとこ

ろは了解しました。 

 以上です。 

○副委員長（幸村香代子君） はい。ほかにご

ざいますか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（幸村香代子君） はい、よろしい

ですね。 

 以上でですね、本日予定の日程については、

全て終了をしましたけれども、ほかに皆さんの

ところで何かございましたら。（｢何もありま

せん」と呼ぶ者あり）（｢ありません」と呼ぶ

者あり）ありませんか。 

○委員（古嶋津義君） 最後に一つ。 

○副委員長（幸村香代子君） はい、古嶋委

員。 

○委員（古嶋津義君） 最後に一つ。 

 この前、幸村――きょうの委員長、村上委員

の欠席の理由がなかったもんですから、よけれ

ばきょう出席してられますので、お聞かせ願い

たいと存じますが、欠席の理由について。 

○委員（亀田英雄君） ちょっとよかですか、

そん話なら。 
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○副委員長（幸村香代子君） はい、亀田委

員。 

○委員（亀田英雄君） そん話ならですたい、

今、一定のルールば議運でつくったらどうかと

いう話もいただいたんですが、今まで１回１

回、そげんな話ば聞きよったんなら、もうずっ

とさかのぼって聞かんばんとじゃなかですか。

いろいろ会議の中、欠席された人間もおるど

し、悪しき前例ばつくるようにならせんです

か。もう、たたき合いになりますよ、そげんし

た話になっと。（｢それはもう前の、――」と

呼ぶ者あり） 

○副委員長（幸村香代子君） 古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 一言でいいんです。言

われない理由があれば、それで結構なんです

が。（｢言わぬでよかったい。理由なんか言う

必要なかったい」と呼ぶ者あり）（｢全部言う

必要なかった、今までそげんごた全然ないも

ん。議員になってからな、いろいろな人がおら

したばってん、そういうことは一言も言う議員

はおらぬだった」と呼ぶ者あり） 

○委員（古嶋津義君） はい、じゃあ委員長、

最後に。 

○副委員長（幸村香代子君） はい、古嶋委

員。 

○委員（古嶋津義君） 今、村上委員が言って

るのは、言わぬちゃよかったいっていう話で、

言われぬとたいちゅうふうに理解をしましたの

で、結構でございます。（｢自民党がと言うと

らぬもん」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（幸村香代子君） はい。それで

は、ほかに何かございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（幸村香代子君） なければ、次回

の委員会開催日程について協議を行いますが、

先ほどお話をしたとおり、もうこれから先は回

数を重ねてもですね、開会前に、また開会後と

いうことも難しいということもありますので、

定例会で、先日の日程で予定をされている３月

７日だったですかね、３月７日に特別委員会が

予定をされておりますので、この日を開催する

ということでよろしいでしょうか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（幸村香代子君） はい。（｢１０

時ですね」と呼ぶ者あり）はい、１０時です。 

 それでは、以上で本日の委員会の日程は、全

部終了いたしました。 

 これをもって新庁舎建設に関する特別委員会

を散会いたします。 

（午後２時５５分 散会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    平成２８年２月１８日 

新庁舎建設に関する特別委員会 

委 員 長 
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